
契約の保証について 

 

１ 落札者は、契約書の提出とともに、以下の（１）から（５）にいずれかの方法により、納付

または書類を提出又は提示しなければならない。 

（１）契約保証金の納付 

〔注〕ア 発注者の納入通知書により、金融機関に契約保証金に相当する現金（現金に代え

て納付する小切手にあっては、金融機関が振り出したもの又は支払保証したものに

限る。）を払い込むこと。 

イ 委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、発注

者の指示に従うこと。 

ウ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、地

方自治法第 234 条の２第２項の規定を準用し一般財団法人福島県電源地域振興財団

に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、

超過分を徴収する。 

エ 受注者は、発注者へ成果物の引き渡し後、契約保証金の払渡を求める旨の請求を

すること。 

（２）契約保証金に代わる担保としての有価証券に係る保管有価証券領収書の提示 

〔注〕ア 契約保証金に代わる担保となる有価証券の種類及び担保価格は、次のいずれかに

限るものとする。 

１ 福島県債証券  額面金額 

２ 国際証券    額面金額の 10分の８ 

イ 保管有価証券領収書は、一般財団法人福島県電源地域振興財団に契約保証金の金

額に相当する担保価格の有価証券を払い込んで、交付を受けること。 

ウ 上記イの有価証券が記名証券の場合は、その払い込みの際に売却承諾書及び白紙

委任状を添えて払い込むこと。 

エ 委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、発注

者の指示にしたがうこと。 

オ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、担保とした有価証

券は、地方自治法第 234 条の２第２項の規定を準用し、一般財団法人福島県電源地

域振興財団に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場

合は、別途、超過分を徴収する。 

カ 受注者は、発注者へ成果物の引き渡し後、有価証券の払渡を求める旨の請求をす

ること。 

（３）債務不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書の提出 

〔注〕ア 債務不履行により生ずる損害金の支払いの保証ができるものは、出資の受け入れ、

預り金及び金利等の取締に関する法律（昭和 29年法律第 195号）に規定する金融機

関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働

金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水

産業協同連合会、若しくはその他の貯金の受け入れを行う組合（以下「銀行等」と

いう。）又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 条）第

２条第４項に規定する保証事業会社（以下「金融機関等」と総称する。）とする。 

イ 保証書の宛名の欄には「一般財団法人福島県電源地域振興財団代表理事 内田基

博」と記載するように申し込むこと。 

ウ 保証債務の内容は委託契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いである

こと。 

エ 保証書上の保証に係る委託業務名の欄には、委託契約書に記載される委託業務の

名称が記載されるように申し込むこと。 

オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 



カ 保証期間は、履行期間を含むものとすること。 

キ 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後６か月以上確保されるものと

する。 

ク 委託料の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合

の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。 

ケ 受注者の責めに帰するべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から

支払われた保証金は、地方自治法第 234 条の２第２項の規定を準用し一般財団法人

福島県電源地域振興財団に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過してい

る場合は、別途、超過分を徴収する。 

コ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、発注者へ成果物の引き渡し後、発

注者から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。 

（４）債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券の提出 

〔注〕ア 公共事業履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証

する保証である。 

イ 公共事業履行保証証券の宛名の欄には、「一般財団法人福島県電源地域振興財団代

表理事 内田基博」と記載するように申し込むこと。 

ウ 証券上の主契約の内容として委託業務名の欄には、委託契約書に記載される委託

業務の名称が記載されるように申し込むこと。 

エ 保証金額は、委託料の 100分の５の金額以上とすること。 

オ 保証期間は、履行期間を含むものとする。 

カ 委託料の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合

の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。 

キ 受注者の責めに帰するべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支

払われた保証金は、地方自治法第 234 条の２第２項の規定を準用し、一般財団法人

福島県電源地域振興財団に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過してい

る場合は、別途、超過分を徴収する。 

（５）債務不履行により生ずる損害を補てんする履行保証保険契約に係る証券の提出 

〔注〕ア 履行保証保険とは保険会社が、債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険

である。 

イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 

ウ 保険証券の宛名の欄には「一般財団法人福島県電源地域振興財団代表理事 内田

基博」と記載されるよう申し込むこと。 

エ 証券上の契約の内容としての委託業務名の欄には、委託契約書に記載される委託

業務の名称が記載されるように申し込むこと。 

オ 保険金額は、委託料の 100分の５の金額以上とすること。 

カ 保険期間は、履行期間を含むものとする。 

キ 委託料の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示

に従うこと。 

ク 受注者の責めに帰するべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支

払われた保証金は、地方自治法第 234 条の２第２項の規定を準用し一般財団法人福

島県電源地域振興財団に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している

場合は、別途、超過分を徴収する。 

２ １の規定にかかわらず、委託料が 300 万円未満となる場合は、契約の保証を付さない。た

だし、契約締結後、委託料の変更により変更後の委託料が 300 万円以上となるときは、この

限りでなく、総合評価方式の調査基準価格（非公表）を下回った場合には、委託料が 300万

円に達しないときであっても、契約保証金の納付の免除は行わない。 



○地方自治法施行令（昭和 22 年５月３日政令第 16 号）  一部抜粋 
（一般競争入札の参加者の資格） 

第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各
号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第一
項各号に掲げる者 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認
められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができ
る。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同
様とする。 
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは
数量に関して不正の行為をしたとき。 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、
若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の
執行を妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事
実に基づき過大な額で行つたとき。 

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契
約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

 
○福島県財務規則（昭和39年３月25日福島県規則第17号）  一部抜粋 
（担保にあてることができる有価証券の種類及び担保価額等） 

第百六十九条 保証金その他の担保にあてることができる有価証券の種類及びその担保価額は、次の
各号に定めるとおりとする。 
一 福島県債証券 額面全額 
二 国債証券 額面全額の十分の八 
三 地方債証券（福島県債証券を除く。） 額面全額の十分の八 
四 特別の法律により法人の発行する債券 時価の十分の八 
五 知事が確実であると認める社債券 時価の十分の八 
（契約保証金の減免） 

第二百二十九条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の
全部又は一部の納付を免除することができる。 
一 契約の相手方が官公署及び知事がこれに準ずるものと認める法人であるとき。 
二 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。 
三 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令（昭
和二十二年勅令第百六十五号）第百条の三第二号の規定により財務大臣が指定する金融機関
（次条第二項において「保険会社等」という。）と工事履行保証契約を締結したとき。 

四 過去二年間に官公署（予算決算及び会計令第九十九条第九号に掲げる沖縄振興開発金融公庫等
を含む。）とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたり締結し、これらを全
て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないと認められるとき。 

五 随意契約を締結する場合において、請負代金又は契約代金の額が百万円未満であり、かつ、契
約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。 

六 一件五百万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約
において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき。 

七 一件五百万円未満の建設工事又は製造の請負契約を締結する場合において、契約の相手方が契
約を履行しないおそれがないと認められるとき。 

八 一件三百万円未満の工事（建設工事を除く。）の請負契約を締結する場合において、契約の相
手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。 

九 工事等の請負契約の締結後に当該工事等に係る請負代金の額を変更する場合において、変更後
の請負代金の額に百分の十（建設工事又は製造以外にあつては百分の五）を乗じて得た額が既
に納付された契約保証金の額の二倍未満の額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しない
おそれがないと認められるとき。 

十 除染作業業務委託契約又は森林整備業務委託契約の締結後に当該業務委託に係る業務委託料を
変更する場合において、変更後の業務委託料に百分の五を乗じて得た額が既に納付された契約



保証金の額の二倍未満の額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認
められるとき。 

十一 応急仮設住宅撤去業務の契約締結後に当該撤去業務に係る契約金額を変更する場合におい
て、変更後の契約金額に百分の五を乗じて得た額が既に納付された契約保証金の額の二倍未満
の額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。 

十二 一件の契約金額が五百万円未満の契約を締結する場合において、契約の相手方が第一号に掲
げる公共団体以外の公共団体又は公共的団体で知事が指定するものであるとき。 

十三 県において公用又は公共の用に供するため財産を購入する場合において、当該契約の締結と
同時に登記義務者から登記をすることについての承諾書の提出があり、かつ、当該財産の引渡
しが拒絶されるおそれがないと認められるとき。 

十四 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。 
十五 財産を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。 
十六 試験研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないお
それがないと認められるとき。 

十七 県において公用又は公共の用に供するため財産を借り入れる場合において、契約の相手方が
契約を履行しないおそれがないと認められるとき。 

十八 貸付契約、補償契約その他契約の性質上契約保証金を納付させることが適さない契約を締結
する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。 

（契約保証金の納付等） 
第二百三十一条 契約権者は、第二百二十九条の規定により契約保証金の全部の納付の免除をした場
合を除くほか、契約の相手方となるべき者をして、契約権者の発する納入通知書により契約保証金
の金額（その一部の納付の免除をした場合にあつては、その免除した額を控除した額）を関係の指
定金融機関若しくは指定代理金融機関又は関係の出納機関に納めさせなければならない。 

２ 出納機関は、前項の規定により契約保証金の納付があつたときは、領収書を当該契約の相手方と
なるべき者に交付しなければならない。 
（契約保証金の還付） 

第二百三十三条 契約保証金は、工事等又は給付の完了の確認又は検査の終了後に契約の相手方に還
付する。 

２ 前項の規定による契約保証金の還付の手続については、契約権者が支出権者又は物品管理権者と
なるほか、第六章又は第九章の規定の例による。 
（入札保証金の減免） 

第二百四十九条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の
全部又は一部の納付を免除することができる。 
一 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約
を締結しているとき。 

二 一般競争入札に参加する資格を有し、過去二年間に官公署（予算決算及び会計令第九十九条第
九号に掲げる沖縄振興開発金融公庫等を含む。）とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を
二回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないおそれがな
いと認められるとき。 

（入札保証金の納付等） 
第二百五十一条 契約権者は、第二百四十九条第一項の規定により入札保証金の全部の納付の免除を
した場合を除くほか、入札に参加しようとする者をして、当該入札を執行する直前までに、契約権
者の発する納入通知書により入札保証金の全額（その一部の納付の免除した場合にあつては、その
免除した額を控除した額）を関係の出納機関に納付させなければならない。 

２ 出納機関に、前項の規定により入札保証金の納付があつたときは、領収書を当該入札に参加しよ
うとする者に交付しなければならない。 

３ 契約権者は、一般競争入札を執行する場合においては、当該入札に参加しようとする者をして、
前項の規定により交付を受けた領収書を提示させ、その確認をしなければならない。 
（入札保証金の還付） 

第二百五十三条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対して
はその者と締結する契約が確定したのちに、請求により還付する。ただし、落札者の納付に係る入
札保証金は、当該落札者の同意があるときは、契約保証金の全部又は一部に充当することがあるも
のとする。 

２ 前項の規定による入札保証金の還付の手続については、契約権者が支出権者又は物品管理権者と
なるほか、第六章又は第九章の規定の例による。 


